
（９） 保育士 

① 保育士資格の取得に必要な科目 

教育学部教育学科は、児童福祉法に定める保育士養成施設として石川県の指定を受けている。そのため、保育

士資格に必要な以下の各号の科目を修得し、卒業要件を満たすことで保育士資格を取得することができる。 

Ⅰ．教養科目のうち必修科目 14単位を修得すること。 

Ⅱ．別表 1に掲げる全ての科目を修得すること。 

 Ⅲ．別表 2に掲げる科目のうち、9単位以上を修得すること。そのうち「保育実習」の系列から、「保育実習Ⅱ」

と「保育実習指導Ⅱ」、又は「保育実習Ⅲ」と「保育実習指導Ⅲ」のどちらか一方の組み合わせで 3 単位以上を修

得しなければならない。 

 

② 保育実習について 

Ⅰ．保育士資格を取得するためには、必修科目の「保育実習Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅰ（施設）」を必ず修得しな

ければならない。「保育実習Ⅰ（保育所）」では、保育所もしくは認定こども園で、「保育実習Ⅰ（施設）」では、

児童福祉施設等でそれぞれ 10 日間実習を行う。その上で、選択必修科目の「保育実習Ⅱ」と「保育実習Ⅲ」

のうち一方の実習を必ず行うことが必要である。 

Ⅱ．「保育実習Ⅰ（保育所）」及び「保育実習Ⅰ（施設）」に参加するためには「保育実習指導Ⅰ」を履修するこ

とが求められる。また、「保育実習Ⅱ」に参加するためには「保育実習指導Ⅱ」を、「保育実習Ⅲ」に参加す

るためには「保育実習指導Ⅲ」を履修することが求められる。 

Ⅲ．これらの保育実習の履修に関しては、保育士資格取得のために必要な授業への履修状況ならびに、成績が 

良好であること、人物評価等を条件とする。 

    

③ 保育士登録申請について 

Ⅰ．保育士として業務に就く場合、保育士登録申請を行う必要がある。保育士登録申請は、原則として、都道府

県の事務委託を受けている登録事務処理センターへ、大学が一括して行う。 

Ⅱ．申請手続き等については別途説明会を行うので必ず参加すること。 

 

 

 

Ⅳ．別表 1 

系列 教科目 教育学科設置授業科目 授業形態 単位数 

保育の本質・目的
に関する科目 

保育原理 保育原理 講義 2 

教育原理 教育原理 講義 2 

子ども家庭福祉 子ども家庭福祉 講義 2 

社会福祉 社会福祉 講義 2 

子ども家庭支援論 子ども家庭支援論 講義 2 

社会的養護Ⅰ 社会的養護Ⅰ 講義 2 

保育者論 保育者論 講義 2 

保育の対象の理解
に関する科目 

保育の心理学 保育の心理学 講義 2 

子ども家庭支援の心理学 子ども家庭支援の心理学 講義 2 

子どもの理解と援助 子どもの理解と援助 演習 1 

子どもの保健 子どもの保健 講義 2 

子どもの食と栄養 子どもの食と栄養 演習 2 



保育の内容・方法
に関する科目 

保育の計画と評価 保育課程論 講義 2 

保育内容総論 保育内容総論 演習 1 

保育内容演習 

保育内容指導法（健康） 演習 1 

保育内容指導法（人間関係） 演習 1 

保育内容指導法（環境） 演習 1 

保育内容指導法（言葉） 演習 1 

保育内容指導法（表現） 演習 1 

保育内容の理解と方法 

幼児・児童文化 演習 1 

表現演習Ⅰ 演習 1 

表現演習Ⅱ 演習 1 

体育Ⅱ（リズムダンス） 演習 1 

乳児保育Ⅰ 乳児保育Ⅰ 講義 2 

乳児保育Ⅱ 乳児保育Ⅱ 演習 1 

子どもの健康と安全 子どもの健康と安全 演習 1 

障害児保育 障がい児保育 演習 2 

社会的養護Ⅱ 社会的養護Ⅱ 演習 1 

子育て支援 子育て支援 演習 1 

保育実習 
保育実習Ⅰ 

保育実習Ⅰ（保育所） 実習 2 

保育実習Ⅰ（施設） 実習 2 

保育実習指導Ⅰ 保育実習指導Ⅰ 演習 2 

総合演習 保育実践演習 保育・教職実践演習（幼） 演習 2 

 
Ⅴ．別表 2 

系列 本学科設置授業科目 授業形態 単位数 

保育の対象の理解に関する科目 幼児理解と教育相談 講義 2 

保育の内容・方法に関する科目 

幼児と健康 

幼児と人間関係 

幼児と環境 

幼児と言葉 

幼児と表現 

講義 

講義 

講義 

講義 

講義 

2 

2 

2 

2 

2 

保育実習 

保育実習Ⅱ 

保育実習Ⅲ 

保育実習指導Ⅱ 

保育実習指導Ⅲ 

実習 

実習 

演習 

演習 

2 

2 

1 

1 

 


